
日本学生支援機構 

「継続願」に係る書類の配布及び継続説明会 
 「継続願」に係る書類の配布(場所､期間) 

対象者 :奨学金貸与者全員(平成 29 年 3 月満期者、11 月以降に採用決定した者等を除く) 

場所 :学生支援課 経済支援係(学生センター2 階) 
配布期間:平成 28 年 12 月 5 日(月)～平成 28 年 12 月 27 日(火)まで 
 ※土日祝除く 8:30～12:45 13:45～17:00 

入力期間:平成 28 年 12 月 15 日(木)～平成 29 年 1 月 26 日(木)17：00 まで 

入力時間:8:00～25:00（12/29（木）～1/3（火）を除く） 

※学生証を持参してください。 

※期限までに入力をしなかった場合､廃止となります｡期限を過ぎても入力自体はできますが､1 月 27 日段階のデー

タで処理を進めますので､期限後に入力した場合､奨学金は廃止となります｡該当者は至急窓口までお越し下さい｡ 
 

来年度の奨学金を「辞退」する場合も必ず辞退申請が必要となります。 
 

奨学金貸与者で「何も申請しなくてもいい」人はいません（※）。 
(※平成 29年 3月満期者、11 月以降に採用決定した者等を除く) 

 
【今後の予定  ※詳細は､確定次第､学内掲示板および学生支援課ウェブサイトにて案内します】 

12 月 5 日～ 

1月 26日まで 

 

4 月 

 

6 月 頃 

｢貸与額通知書｣および｢継続願｣関係書類の配布 

｢継続願｣入力 ※期限内に入力のない方は､奨学金｢廃止(奨学生の資格を失わせる)｣｡  

 ※学部生は､家計支持者の収入に関する証明書(源泉徴収票等)を準備しておくこと｡ 

｢適格認定｣ ※継続希望者について､人物･健康･成績･経済状況により適格認定を行います｡ 

 不適格者は｢停止｣｢廃止｣｡ 

｢指導(面談) ｣※対象者のみ当係より呼出｡  
※6 月面談対象者 

 標準単位不足者   詳細は学生支援課ウェブサイトをご確認ください｡ 

 経済事情見直しが必要な者 (学部)｢収入合計-支出合計｣≧36 万  (院) ｢収入合計-支出合計｣≧45 万 等 
 

継続説明会 
来年度(平成 29 年度)､奨学金の継続を希望するか否かを確認する｢継続願｣について､下記の

とおり､説明会を開催します｡ 

対象者 :今年度(平成 28 年度)新規採用となった方､その他貸与者で参加希望者 
※ただし､以下の者を除く｡ 

      ･平成 29年 3月満期者  ･11月以降に採用決定した者  ･12月以降に休学から復活手続きした者等  

日 時 :平成 28 年 12 月 20 日(火)①11:00～12:00②16:30～17:30 
     12 月 21 日(水)③11:00～12:00④16:30～17:30 

※4 回すべて同じ説明会です｡どれか一つに参加してください｡ 

持ち物 :継続願に係る書類(学生支援課経済支援係にて配布) 

場 所 :図書館 メディアホール  
平成 28 年 12 月 1 日 学務部 学生支援課 経済支援係(窓口 8:30～12:45､13:45～17:00 土日祝日除く) 

 
学生支援課ウェブサイト ⇒  
(横浜国立大学トップページ>学生生活>奨学金>学生支援課ウェブサイト) 
PC 対応ｻｲﾄのため､携帯からｱｸｾｽする場合には､通信料が発生します｡ 
 

掲示期限：平成 29 年 2 月末日まで 


